
　11月９日から15日まで、平成22年秋季全国火災予防運動が
実施されます。空気が乾燥し、火災が起こりやすい時期です。
火の取扱いには、注意しましょう！！
　住宅用火災警報器は、平成23年６月からすべての住宅が
設置義務となります！まだのご家庭は早めに取り付けましょう。

期 間
統 一 標 語

:
:
平成22年11月９日～15日
「消したかな」あなたを守る合言葉

問い合わせ 消防本部　予防課　☎876－1234(内線5010)

毎月１日は
飲酒運転の根絶の日です

県民総ぐるみで飲酒運転根絶運動に取り組み
ましょう。

　

浦
添
市
で
は
、母
子
家
庭
の
母
の

自
立
促
進
を
目
的
と
し
て
、経
理
事

務
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
指
定
さ
れ

た
教
育
訓
練
を
受
講
し
た
母
に
対
し

て
、自
立
支
援
給
付
金
を
支
給
し
ま

す
。　

対
象
者

①
浦
添
市
に
住
所
を
有
す
る
母
子
家

庭
の
母

②
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て

い
る
か
、同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
方

対
象
講
座

　

雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付

の
指
定
講
座
な
ど
、就
職
に
結
び
つ
く

可
能
性
の
高
い
講
座

支
給
額

　

対
象
講
座
の
受
講
料
の
20
％
に
相

当
す
る
金
額（
上
限
10
万
円
、下
限
４

０
０
０
円
）

申
請
方
法
と
給
付
ま
で
の
流
れ

①
事
前
相
談

講
座
を
受
講
す
る
前
に
、児
童
家
庭

課
窓
口
に
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

②
指
定
講
座
申
請

対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
提
出
し
ま

す
。ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発
行
さ
れ
た
教

育
訓
練
給
付
金
支
給
要
件
回
答
書
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

③
講
座
指
定

対
象
者
の
方
に
対
象
講
座
指
定
通
知

書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

④
講
座
受
講

⑤
支
給
申
請

　

講
座
受
講
修
了
後
１
か
月
以
内
に

給
付
金
支
給
申
請
書
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

⑥
支
給
決
定　

対
象
者
の
方
へ
支
給

決
定
通
知
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

⑦
請
求　

給
付
金
請
求
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

⑧
給
付
金
支
給

※
詳
細
は
児
童
家
庭
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
22
年
度
浦
添
市
小
口
資
金
融

資
制
度
が
５
月
７
日
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

【
ご
利
用
で
き
る
法
人･

個
人
企
業
】

・従
業
員
数
が
20
人
以
下（
商
業・サ
ー

ビ
ス
業
に
あ
っ
て
は
５
人
以
下
）の
企
業

・
市
内
に
住
所
お
よ
び
事
業
所
を
有

し
、１
年
以
上
同
一
事
業
を
営
ん
で
い

る
こ
と（
法
人
企
業
は
、本
社
の
法
人

登
記
所
在
地
が
本
市
で
あ
る
こ
と
）

・
市
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
沖
縄
県
信
用
保
証
協
会
の
保
証
対

象
業
種

・
そ
の
他
、要
件
あ
り

【
貸
付
条
件
】

・
貸
付
限
度
額　

７
０
０
万
円

・
貸
付
利
率　
一般
貸
付（
年
2.
5
5
％
）

特
別
貸
付（
年
2.
3
5
％
）

・
保
証
料
率　
一般
貸
付（
年
1.
4
5

％
〜
年
0.
4
5
％
）　

特
別
貸
付（
年

0.
6
0
％
）

・
返
済
期
間　

７
年
以
内（
据
置
６

か
月
以
内
） 

月
賦
償
還（
２
分
の
１

以
上
返
済
者
は
借
り
換
え
で
き
ま
す
）

・
保
証
人
等　

原
則
無
担
保
と
し
保

証
人
は
必
要
に
応
じ
て
求
め
ま
す
。

・
申
込
期
限　

平
成
23
年
２
月
末
日

（
た
だ
し
、申
込
期
限
前
で
も
融
資
枠

に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。）

※

そ
の
ほ
か
の
利
用
条
件・融
資
内
容

も
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
商
工
産
業

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

最
近
、ご
み
を
ド
ラ
ム
缶
等
に
入

れ
て
庭
や
畑
な
ど
で
焼
却
し
て
い
る

光
景
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。ご
み
の

野
外
焼
却
は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
」に
よ
り
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、煙
な
ど
の
悪

臭
等
が
洗
濯
物
に
付
い
た
り
、持
病

の
あ
る
方
に
悪
影
響
を
与
え
る
な
ど
、

近
隣
の
住
民
の
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

　

ご
み
は
分
別
し
て
出
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
市
が
指
定
の
曜
日
に
回
収
し

ま
す
。

ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、市
の
指
定
の
方

法
に
よ
り
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

産
業
廃
棄
物
の
場
合
は
、産
業
廃

棄
物
処
理
業
者
に
処
理
を
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

連
絡
先

　

産
業
廃
棄
物
協
会

　
　
　
　

☎
８
９
０̶

４
３
６
０

　

市
内
在
住
の
６５
歳
以
上
の
方
５
０

０
０
名
を
対
象
と
し
て
、ど
こ
に
、ど

の
よ
う
な
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る

高
齢
者
が
、ど
の
程
度
居
住
し
て
い
る

か
な
ど
、地
域
の
高
齢
者
の
課
題
を

よ
り
的
確
に
把
握
す
る
た
め
の
調
査

を
行
い
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、浦
添
市
の
介
護

保
険
事
業
計
画
に
役
立
た
せ
て
い
た

だ
く
と
同
時
に
、介
護
予
防
が
必
要

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、浦
添
市
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
ご
連
絡
し

ま
す
。

　

ご
自
宅
に
調
査
票
が
届
き
ま
し
た

ら
、ご
記
入
の
上
、１１
月
５
日（
金
）ま

で
に
投
か
ん
く
だ
さ
い
。ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、平
成
２２
年

４
月
か
ら
定
額
で
、月
額
１
万
５
１
０

０
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
ほ
か
に

月
額
４
０
０
円
を
納
め
る
と
、老
齢

基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗
せ
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
月
額
４
０
０
円
の
保
険
料
を

付
加
保
険
料
と
い
い
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で

き
る
方
は
、農
業
、自
営
業
な
ど
の
国

民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者(

お
よ

び
任
意
加
入
被
保
険
者)

に
限
ら
れ

ま
す
。た
だ
し
、定
額
保
険
料
免
除

者
・
第
３
号
被
保
険
者
・
国
民
年
金
基

金
加
入
者
は
ご
利
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
を
希
望
す
る

方
は
、印
鑑（
任
意
加
入
被
保
険
者
は

通
帳
・
銀
行
印
）を
ご
持
参
の
上
、市

民
課
国
民
年
金
係
に
申
出
て
く
だ
さ

い
。

「
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

）」

で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す

地
域
支
援
課

　

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

　
　
　
　
　
　

  

（
内
線
３
５
４
１
）

浦
添
市
日
常
生
活
圏
域

ニ
ー
ズ
把
握
調
査

浦
添
市
日
常
生
活
圏
域

ニ
ー
ズ
把
握
調
査

問い合わせ　浦添市役所　市民課　☎876-1234(内線3063・3064)

死亡届等が未提出の皆様へ

相
続
ま
た
は
贈
与
等
に
係
る

生
命（
損
害
）保
険
契
約
等
に

基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の

取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て

相
続
ま
た
は
贈
与
等
に
係
る

生
命（
損
害
）保
険
契
約
等
に

基
づ
く
年
金
の
税
務
上
の

取
扱
い
の
変
更
に
つ
い
て

国
民
年
金

付
加
保
険
料
に
つ
い
て

国
民
年
金

付
加
保
険
料
に
つ
い
て

市
民
課　

国
民
年
金
係

　

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

　
　
（
内
線
３
１
１
１
〜
３
１
１
６
）

浦
添
年
金
事
務
所

　

☎
８
７
７̶

０
５
１
１

ご
み
の
野
外
焼
却

禁
止
に
つ
い
て

ご
み
の
野
外
焼
却

禁
止
に
つ
い
て

環
境
保
全
課

　

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

　
　
　
　
　

  　
（
内
線
３
２
１
２
）

北
那
覇
税
務
署

　

☎
８
７
7̶

１
3
2
4

ご
存
じ
で
す
か

『
浦
添
市
小
口
資
金
融
資
制
度
』

ご
存
じ
で
す
か

『
浦
添
市
小
口
資
金
融
資
制
度
』

商
工
産
業
課

　

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

　
　
　
　
　
　

 

（
内
線
３
１
６
１
）

　住所が分からない（戸籍附票に住所の記載がない）100歳以上の高齢者について法務局が調査を行ったところ、沖縄
県全体で、約１万700人の戸籍が存在していました。本市においては、住所の分からない100歳以上の高齢者225人の戸
籍が存在していて、うち120歳以上の高齢者は43人、最高年齢は176歳となっています。
　最高齢者176歳のケースについては、ブラジル在住の親族から大正７年１月９日付け浦添村長代理者発行の戸籍謄本
を添付した戸籍再製の申出があり、在サンパウロ領事から外務省を経由して、平成10年８月13日に戸籍が作成されました。

　実際に生存していない方の戸籍が残ってしまった大きな要因として、海外移住者からの死亡届の未提出が挙げられます。
　また、先の大戦で市町村が保管していた戸籍原簿等が滅失し、戦死者までも戸籍の再製が行われたという特殊事情や
本籍地で戸籍を残したまま疎開地で新たな戸籍を作成したケースなどもあります。
　本市では、戸籍の記載内容に事実と相違するものが判明した場合は、その都度、戸籍の訂正を行っていますが、上記の
ような複雑な経緯のある戸籍については、訂正等の届出が年々少なくなっていて、生存実態に対する戸籍への反映が困
難な状況にあります。
　今回、120歳以上の高齢者については、法務局の許可を得て市町村で職権消除の一括処理が可能となりましたが、120
歳未満については、親族等による手続が必要です。
　つきましては、親族など関係人の戸籍で死亡届等をまだ提出していないものがありましたら、早急に提出するようお願い
します。手続は、次の場合に応じて届書を作成し、浦添市役所市民課へ提出してください。
１.死亡したとき（死亡届）
　①死亡診断書や外国の身分登録機関で登録された死亡証明書をお持ちの場合は、同証明書（外国の官憲が作成した
　　証明書については翻訳文をつけてください。）を添付してください。
　②死亡診断書を所持していない場合は、死亡診断書に替わって、事件本人の遺体を確認した人に死亡現認書（誰が、い
　　つ、どこで、どのような状態で亡くなったかを記載した書面）や葬儀に参列した方の参列証明書、位牌のあるときはそ
　　の写真など、死亡を証明する資料を添付してください。
２.日本国籍を喪失したとき（国籍喪失届）
　日本人が外国へ渡航し、自己の希望で外国の国籍を取得したときは、取得した時点で自動的に日本国籍を喪失しますの
　で、親族等で該当者がいましたら、外国国籍取得を証する書面（帰化証明書等）を添付してください。

母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育

訓
練
給
付
金
に
つ
い
て

母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育

訓
練
給
付
金
に
つ
い
て

児
童
家
庭
課 

母
子
係

　

☎
８
７
６̶

１
２
３
４

　
　
　
　
　
　

  

（
内
線
３
６
１
３
）

　

相
続
、贈
与
等
に
よ
り
取
得
し
た

生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約
等

に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取
扱
い
を

改
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

こ
の
取
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ【w

w
w
.nta.go.jp

】

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、最
寄
り
の
税

務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（25）広報うらそえ　2010年11月1日 2010年11月1日　広報うらそえ（24）


